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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
トナー像が形成される感光体と、前記感光体と対峙して配設される帯電ユニットとを有す
る画像形成部を備え、前記帯電ユニットが前記画像形成部の枠体に着脱可能に装着される
とともに、前記帯電ユニットが装着された状態で画像形成部が本体筐体内に挿入される画
像形成装置において、
　前記画像形成部の枠体に設けられた回転軸と、Ｕ字状の断面を有するとともに、前記回
転軸に一端部が軸着され、他端部に鈎止部が形成された固定レバーと、前記画像形成部の
枠体に設けられて前記鈎止部が係止する係止部とを含み、前記鈎止部を前記係止部に係止
させることにより、前記固定レバーの胴部で前記帯電ユニットを前記枠体側に押圧して同
帯電ユニットを前記枠体に固定する帯電ユニット固定手段を備え、
　前記固定レバーの胴部の前記帯電ユニットに対向しない面に傾斜部が形成されるととも
に、前記本体筐体内の本体枠の前記傾斜部に対応する位置にガイド片が設けられ、
　前記鈎止部が前記係止部に係止されていない状態で前記帯電ユニットが装着された前記
画像形成部を前記本体筐体内に挿入すると、前記ガイド片に前記傾斜部が圧接されて前記
鈎止部が前記係止部に係止する
　ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
前記帯電ユニットが装着された前記画像形成部を前記本体筐体内に挿入する際に、前記固
定レバーが開いた状態においては、前記固定レバーが前記本体筐体内の本体枠に形成され
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た干渉部に当たることにより、前記画像形成部が所定位置まで挿入されないことを特徴と
する請求項１に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トナー像が形成される感光体、例えば感光体ドラムと、前記感光体ドラムと
対峙して配置された帯電ユニットとを有する画像形成部を備えた電子画像形成装置、プリ
ンタ、ファクシミリあるいはこれらの少なくとも２つの機能を備えた複合機などに用いら
れる画像形成装置に関し、特に、前記帯電ユニットが前記画像形成部に、簡単な構成で、
しかも工具を用いずに着脱できるようにしたものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、この種画像形成装置においては、保守点検などのために前記画像形成部および
帯電ユニットを本体筐体に対して着脱できるように構成しており、このような画像形成装
置として、前記画像形成部を本体筐体に対して着脱するとき、前記帯電ユニットも一緒に
着脱されるように、かつ、前記帯電ユニットを画像形成部に対して着脱できるように装着
したものが開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－２６８５０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ここで、上述の特許文献１記載の構成では、装置の運転時の振動などによって前記感光
体ドラムと帯電ユニットとの位置関係がずれないように固定する必要があり、通常、この
固定は前記画像形成部の枠体などにボルトなどを用いて前記帯電ユニットを固定している
。従って、前記帯電ユニットの着脱に際しては、ドライバなどの工具が必要であり、その
作業性が悪く、面倒であった。また、ボルトなどの固定を忘れて装着してしまうなどの危
惧があり、このような場合、画像形成部の感光体ドラムと帯電ユニットとの位置関係がず
れ、前記感光体ドラムに帯電ムラが生じ、これに起因して画像ムラとなるなどの問題点が
あった。
【０００４】
　本発明は上述の問題点に鑑みてなされたもので、前記帯電ユニットを前記画像形成部の
枠体に、簡単な構成で、しかも工具を用いずに着脱できるようにした画像形成装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
上記目的を達成するために、請求項１記載の発明は、トナー像が形成される感光体と、前
記感光体と対峙して配設される帯電ユニットとを有する画像形成部を備え、前記帯電ユニ
ットが前記画像形成部の枠体に着脱可能に装着されるとともに、前記帯電ユニットが装着
された状態で画像形成部が本体筐体内に挿入される画像形成装置において、前記画像形成
部の枠体に設けられた回転軸と、Ｕ字状の断面を有するとともに、前記回転軸に一端部が
軸着され、他端部に鈎止部が形成された固定レバーと、前記画像形成部の枠体に設けられ
て前記鈎止部が係止する係止部とを含み、前記鈎止部を前記係止部に係止させることによ
り、前記固定レバーの胴部で前記帯電ユニットを前記枠体側に押圧して同帯電ユニットを
前記枠体に固定する帯電ユニット固定手段を備え、前記固定レバーの胴部の前記帯電ユニ
ットに対向しない面に傾斜部が形成されるとともに、前記本体筐体内の本体枠の前記傾斜
部に対応する位置にガイド片が設けられ、前記鈎止部が前記係止部に係止されていない状
態で前記帯電ユニットが装着された前記画像形成部を前記本体筐体内に挿入すると、前記
ガイド片に前記傾斜部が圧接されて前記鈎止部が前記係止部に係止する。
【０００６】
　請求項２記載の発明は、前記帯電ユニットが装着された前記画像形成部を前記本体筐体
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内に挿入する際に、前記固定レバーが開いた状態においては、前記固定レバーが前記本体
筐体内の本体枠に形成された干渉部に当たることにより、前記画像形成部が所定位置まで
挿入されないように形成する。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１記載の発明の構成によれば、前記帯電ユニットは、前記画像形成部に前記帯電
ユニット固定手段の鈎止部と、係止部との係止によって固定されており、前記固定レバー
を手で開閉操作することにより、簡単に前記帯電ユニットを着脱でき、ドライバなどの工
具を一切使用する必要がない。
　また、前記帯電ユニット固定手段の鈎止部と、係止部とが完全に係止していない状態で
、前記帯電ユニットを装着した前記画像形成部を本体筐体内に挿入しても、前記本体筐体
内の本体枠に具設したガイド片に、前記傾斜部を圧接しながら挿入されるので、挿入中に
前記鈎止部と係止部とが係止され、前記帯電ユニットは、前記画像形成部に固定レバーに
より固定される。従って、前記帯電ユニットの固定に起因する感光体ドラムと、帯電ユニ
ットとの位置関係のずれは生じない。この結果、画像ムラなどは発生しない。
【０００９】
　請求項２記載の発明の構成によれば、前記帯電ユニット固定手段の固定レバーが開いた
状態で、帯電ユニットを装着した前記画像形成部を、誤って本体筐体内に挿入しても、前
記固定レバーが前記本体筐体内の本体枠に形成された干渉部に当たるので、前記画像形成
部が所定位置まで挿入できない。従って、前記帯電ユニットの固定に起因する感光体ドラ
ムと、帯電ユニットとの位置関係のずれは生じない。この結果、画像ムラなどは発生しな
い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に、本発明の具体的な実施形態について図面を参照しながら説明する。図１は、本
発明の一実施形態に係る画像形成装置として複写機に適用した場合の全体構成を示す概略
図である。
【００１２】
　図1に示すように、画像形成装置である複写機は、複写機本体の下部に配設された給紙
部１００と、この給紙部１００の図において上方に配設された画像形成部３００と、この
画像形成部３００の図において左側に配設された定着部４００と、これらの画像形成部３
００および定着部４００の上方に配設された光学系部材などからなる画像読取部５００と
、前記給紙部１００から画像形成部３００，定着部４００を経て用紙排出に至る用紙搬送
部２００とを備えている。
【００１３】
　画像読取部５００は、コンタクトガラス５０１上に載置された原稿に、露光ランプから
光を照射し、その反射光を、反射鏡を介して光電変換部（図示せず）に導くことにより、
原稿の画像情報を読み取るものであり、この画像情報が後述の露光ユニット３０３に伝え
られる。
【００１４】
　前記給紙部１００は、給紙カセット１１１に積層載置された転写用紙１１５の束を１枚
ずつ用紙搬送部２００に給紙するようになっている。用紙搬送部２００は、給紙部１００
から給紙された用紙１１５を、搬送ローラ対２０２およびレジストローラ対２０３によっ
て画像形成部３００に向けて搬送し、さらに画像形成部３００から定着部４００において
画像形成がなされた用紙１１５を排出ローラ対２０５によって排出トレイ２０４上に排出
するようになっている。
【００１５】
　前記画像形成部３００は、電子写真プロセスによって用紙１１５に所定のトナー像を形
成するものであり、回転可能に軸支された感光体としての例えば、感光体ドラム３０１と
、この感光体ドラム３０１の周囲にその回転方向に沿って、帯電ユニット３０２、露光ユ
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ニット３０３、現像ユニット３０４、転写ユニット３０５、クリーナー３０６および除電
ユニット３０７を備えている。前記帯電ユニット３０２は、コロナ放電によって感光体ド
ラム３０１の表面に所定電位を与えるものである。露光ユニット３０３は、前記画像読取
部５００によって読み取られた原稿の画像データに基づいてレーザー光を感光体ドラム３
０１に照射することにより、感光体ドラム３０１表面の電位を選択的に減衰させて、この
感光体ドラム３０１の表面に静電潜像を形成するものである。現像ユニット３０４は、前
記静電潜像をトナーにより現像して、感光体ドラム３０１の表面にトナー像を形成するも
のである。転写ユニット３０５は、感光体ドラム３０１の表面のトナー像を用紙１１５に
転写するものである。クリーナー３０６は、転写後の感光体ドラム３０１の表面に残留し
ているトナーを除去するものであり、除電ユニット３０７は、感光体ドラム３０１の表面
の残留電荷を除去するものである。
【００１６】
　定着部４００は、前記画像形成部３００の用紙搬送方向の下流側に配置され、画像形成
部３００においてトナー像が転写された用紙１１５を、加熱ローラ４０１およびこの加熱
ローラ４０１に押し付けられる加圧ローラ４０２によって挟んで加熱し、用紙１１５上に
トナー像を定着させるものである。
【００１７】
　また前記複写機は、前記感光体ドラム３０１へのレーザー光の照射位置を自動的に調整
できる調整手段（図示せず）を備えている。
【００１８】
　次に、画像形成部３００に設けられた帯電ユニット３０２について図面を参照しながら
説明する。図２乃至図６は、本発明の一実施形態に係る画像形成装置である複写機におけ
る帯電ユニットの要部構成を示し、図２は、帯電ユニットを画像形成部に装着した状態を
示す概略正面図、図３は、帯電ユニットを画像形成部に装着して固定しないで本体筐体内
に挿入する状態を示す概略平面図、図４は、同じく帯電ユニットを画像形成部に装着して
固定しないで本体筐体内に挿入する状態を示す斜視図、図５は、帯電ユニットを画像形成
部に装着して完全に固定しないで本体筐体内に挿入する状態を示す斜視図、図６は、同じ
く帯電ユニットを画像形成部に装着して完全に固定しないで本体筐体内に挿入する状態を
示す斜視図である。
【００１９】
　本発明に従い、図２に示すように、帯電ユニット３０２は、帯電ユニット固定手段４０
により、前記画像形成部３００の枠体３１に設けられた所定位置に固定される。前記帯電
ユニット固定手段４０は、前記画像形成部３００の枠体３１に設けられた回転軸４１と、
この回転軸４１に一端部が軸着され、他端部に鈎止部４３を形成した断面がＵ字状の固定
レバー４２と、前記枠体３１に設けられ、かつ、前記鈎止部４３と係止される係止部４４
とからなり、前記固定レバー４２を、図２において上側より手で押さえることにより、鈎
止部４３と、係止部４４とが係止され、また、逆に固定レバー４２を手で上側に押し上げ
ることにより、前記係止状態が解除できるように構成されている。そして、前記固定レバ
ー４２の胴部４５の帯電ユニット３０２と対向する面（図２において下面側）には、この
帯電ユニット３０２を押さえるための突起４６が形成されている。尚、前記固定レバー４
２は、弾性を備えていることが好ましく、例えば、合成樹脂などにより形成されている。
また、前記係止部４３も、前記鈎止部４３と係止関係にあるので、同じく合成樹脂などに
より形成されていることが好ましい。
【００２０】
　前記帯電ユニット３０２を前記画像形成部３００の枠体３１の所定位置に配設するには
、前記画像形成部３００の枠体３１の所定位置に位置決めピン３２を設けるとともに、前
記帯電ユニット３０２の枠体３１と当接する所定位置に、前記位置決めピン３２に嵌合す
る位置決め用の穴３３を設け、前記画像形成部３００に帯電ユニット３０２を装着する際
、前記位置決めピン３２に、位置決め用の穴３３が嵌合するように配置すればよい。
【００２１】
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　また、前記画像形成部３００を収納する本体筐体内の本体枠１０には、図３に示すよう
に、前記帯電ユニット固定手段４０の固定レバー４２が開いた状態（図３、図４参照）に
おいて、固定レバー４２に対向する部分に干渉部１１（図３参照）を形成する。この干渉
部１１は、例えば、前記本体枠１０の一部を張り出すなどして形成されている。
【００２２】
　また、固定レバー４２の胴部４５の前記帯電ユニット３０２に対向しない面４８（即ち
、図２において上面４８）側に、傾斜部４７を形成するとともに、前記帯電ユニット固定
手段４０の鈎止部４３と、前記係止部４４とが完全に係止していない状態（図５、図６参
照）では、例えば図６に示すように、前記傾斜部４７に当接するガイド片１２を、本体筐
体内の本体枠（図示せず）に具設する。
【００２３】
　以上の構成による本実施形態では、前記帯電ユニット３０２を前記画像形成部３００に
着脱する際に、前記固定レバー４２を手で開閉操作することにより、前記帯電ユニット固
定手段４０の固定レバー４２の鈎止部４３と、係止部４４とを係止させることにより、帯
電ユニット３０２を枠体３１に設けられた所定の位置に固定することが可能になるととも
に、鈎止部４３と係止部４４との係止め状態を解除することにより、当該固定状態を、解
除することが可能になるため、簡単に前記帯電ユニット３０２を着脱できるようになる。
しかも、この操作には、ドライバなどの工具を一切使用する必要がない。
【００２４】
　また、前記画像形成部３００に帯電ユニット３０２を装着して前記本体筐体内に挿入す
る際、前記帯電ユニット固定手段４０の固定レバー４２が開いた状態では、前記固定レバ
ー４２が前記本体筐体の本体枠１０に形成された干渉部１１に当たるため、前記画像形成
部３００が所定位置まで挿入されないことになる。従って、前記帯電ユニット３０２の固
定に起因して感光体ドラム３０１と帯電ユニット３０２との位置関係のずれは生じないた
め、画像ムラなどの発生を回避することが可能になる。
【００２５】
　更に、前記帯電ユニット固定手段４０の鈎止部４３と、係止部４４とが完全に係止して
いない状態で、前記帯電ユニット３０２を装着した前記画像形成部３００を本体筐体内に
挿入しても、前記本体筐体の本体枠に具設したガイド片１２に、前記帯電ユニット固定手
段４０の胴部４５の上面側４８に形成した傾斜部４７が圧接されながら挿入されるので、
挿入中に前記鈎止部４３と係止部４４とが係止され、前記帯電ユニット３０２は、前記画
像形成部３００に帯電ユニット固定手段４０により固定されることになる。従って、前記
帯電ユニット３０２の固定に起因して感光体ドラムと帯電ユニットとの位置関係のずれは
生じないため、画像ムラなどの発生を回避することが可能になる。
【００２６】
　なお、上述した実施例は、本発明の好適な実施形態であるが、本発明はこれに限定され
るものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々変形実施可能であり、例
えば、上述した実施例では、感光体として感光体ドラムを用いる場合を説明したが、感光
体として感光体ベルトを用いる場合にも本発明は適応可能であることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　本発明の活用例としては、画像形成部および帯電ユニットを本体筐体に対して着脱でき
るように構成した画像形成装置が挙げられる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置として複写機に適用した場合の一例の全体
構成を示す概略図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る画像形成装置における帯電ユニットの要部構成を示し
、帯電ユニットを画像形成部に装着した状態を示す概略正面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る画像形成装置における帯電ユニットの要部構成を示し
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、同じく帯電ユニットを画像形成部に装着して固定しないで本体筐体内に挿入する状態を
示す概略平面図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る画像形成装置における帯電ユニットの要部構成を示し
、帯電ユニットを画像形成部に装着して固定しないで本体筐体内に挿入する状態を示す斜
視図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る画像形成装置における帯電ユニットの要部構成を示し
、帯電ユニットを画像形成部に装着して完全に固定しないで本体筐体内に挿入する状態を
示す斜視図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る画像形成装置における帯電ユニットの要部構成を示し
、同じく帯電ユニットを画像形成部に装着して完全に固定しないで本体筐体内に挿入する
状態を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００２９】
　１０　　　本体枠
　１１　　　干渉部
　１２　　　ガイド片
　３１　　　枠体
　４０　　　帯電ユニット固定手段
　４１　　　回転軸
　４２　　　固定レバー
　４３　　　鈎止部
　４４　　　係止部
　４５　　　胴部
　４７　　　傾斜部
　３００　　画像形成部
　３０１　　感光体ドラム
　３０２　　帯電ユニット
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